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No. 21   

 

制 度 名 人・農地問題解決加速化支援事業 
主管課名 

農業経営課 

基盤強化 G 

問合せ先 029-301-3833 

目的・趣旨 

集落・地域での話し合いに基づく「人・農地プラン（経営再開マスタープ

ランを含む）」の継続的な見直しを行い，地域の中心となる経営体の確保や

中心となる経営体への農地集積に必要な取組を支援することにより，将来に

わたって持続可能な力強い農業の実現を目指す。 

 

〔対象団体〕 

人・農地プラン（経営再開マスタープランを含む（以下，同じ））の見直し   

44 市町村 

 

〔対象事業〕 

人・農地プランの見直しの取組に対する支援 

 

〔補助要件等〕 

地域の中心となる経営体への農地の集積を含む地域農業のあり方等を記載した 

人・農地プランの継続した見直しに取り組む市町村を支援 

 

〔対象経費〕 

人・農地プランの見直しに係る集落座談会開催等経費 

 

〔補助限度額等〕 

人・農地プランの見直し  補助限度額：1市町村当たり 1,000千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

 

人・農地問題解決加速化支援事業 

 

定額 

   

〔2年度当初予算額〕 

2,200千円 

〔2年度補助対象団体〕 

44市町村 

〔備考〕 

予算の範囲内において，事業計画に明示した成果目標が達成された場合に限り， 

 補助金を交付する（精算払い）。 

 


